
政
令
第

号

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
道

路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
百
五
条
第
一
項
、
自
動
車
抵
当
法
（
昭
和
二

十
六
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
五
条
第
二
項
並
び
に
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章

関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
七
条
）

附
則

第
一
章

関
係
政
令
の
整
備

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
自
動
車
検
査
証
記
載
事
項
」
を
「
自
動
車
検
査
証
記
録
事
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
項
並
び
に
」
を
「
第
二
項
、
」
に
、
「
並
び
に
法
第
七
十
二
条
の
三
」
を
「
、
第
七

十
二
条
の
三
並
び
に
第
七
十
四
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
自
動
車
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

自
動
車
登
録
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
印
字
す
る
こ
と
」
を
「
印
字
又
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
人
の
知
覚
に

よ
つ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
一
条
中
「
記
載
」
を
「
記
録
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
五
第
三
項
第
一
号
中
「
記
載
さ
れ
た
」
を
「
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

（
道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
二
十
二
条
第
一
号
中
「
、
保
安
基
準
適
合
標
章
」
を
「
に
記
録
さ
れ
、
又
は
保
安
基
準
適
合
標
章
」
に
、
「
同
じ
。
）

又
は
」
を
「
同
じ
。
）
若
し
く
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
、
保
安
基
準
適
合
標
章
又
は
」
を
「
に
記
録
さ
れ
、
又
は

保
安
基
準
適
合
標
章
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

（
自
動
車
重
量
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

自
動
車
重
量
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
記
載
さ
れ
る
」
を
「
記
録
さ
れ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
さ
さ
え
ら
れ

る
」
を
「
支
え
ら
れ
る
」
に
、
「
記
載
さ
れ
る
」
を
「
記
録
さ
れ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
記
載
さ
れ
る
」
を
「
記

録
さ
れ
る
」
に
改
め
る
。

（
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措

置
法
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令
第
三
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
並
び
に
別
表
第
二
の
一
の
項
及
び
四
の
項
中
「
記
入
さ
れ
た
」
を
「
記
録
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。



第
二
章

経
過
措
置

第
七
条

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
令
和
五
年
十
二
月
三
十

一
日
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年

一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
自
動
車
検
査
証
へ
の
記
録
等
に
関
す
る
事
務
の
委
託

に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
一
部
を
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
す
る
等
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令

の
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


